
前年と同等条件で継続加入の場合は手続きは不要ですが、新規加入・保険金額を増額して継続される場合は加入依頼書（兼 健康状態告知書）、訂正・
変更・脱退の場合は契約内容変更通知書を9月20日（または12月20日、3月20日、6月20日）までに組合にご提出ください。

病気やケガで仕事ができなくなったとき…
最長1年間あなたの就業不能中の

所得を補償します。
入院中にかぎらず、医師の指示による自宅療養期間も保険金のお支払対象となります。

全年齢一律掛金6,000円（一時払・1口あたり）
（例）満24歳の組合員が1口ご加入の場合

掛金（一時払）6,000円で、年間75.6万円（月額6.3万円）が補償されます。
※実際の保険金のお支払いは、支払対象となる就業不能期間によります。

病気やケガで仕事ができなくなったとき…
スタッフの方にもおすすめです！

2021年度

（所得補償保険）

組合員の皆さまへ ！

加入日は10月、1月、4月、7月の1日で年4回です。

全 美 連

休業補償共済制度

支払対象外期間
は4日間です！！
就業不能5日目から
保険金支払対象です。(　　　　　　)

全美連休業補償共済制度のポイント
1 加入が簡単！！
　 （健康状態を告知していただきます。）

2 割安な掛金！！
 　（団体割引20％、優良割引20％）

3 請求時の書類も簡単！！
4 保険料は損金処理可能！！（法人）
　  個人は課税所得控除対象！！（介護医療保険料控除）

5 自動更改方式のため継続もれの
　 心配もありません！！



もしも、病気やケガであなたが美容の仕事ができなくなったら…
そんなとき、全美連休業補償共済制度は、最長1年間あなたの
就業不能中の所得を補償する制度です。

●加入資格
加入対象者は組合員本人にかぎります。
ご加入者（被保険者 ： 保険の対象となる方）は次の条件をすべて満たす方にかぎります。

❶組合員またはその役員 ・ 従業員
❷美容業による所得のある方
❸加入日（10月1日、1月1日、4月1日、7月1日）現在、満15歳以上、満69歳以下の方
　（満70歳以上、満79歳以下の方は継続加入のみで新規 ・ 増口加入はできません。）

〈ご注意〉※すでにご加入の方が増口を希望される場合は、保険期間中でのご対応ができませんので、10月1日更改時にお手続きをお願いします。

●保険期間
2021年10月1日午後4時から2022年10月1日午後4時までの1年間となります。
中途加入の場合は1月1日、4月1日、7月1日にご加入いただけます。その場合の保険期間は加入日の午後4時から2022年10月1日
午後4時までとなります。
●対象期間
対象期間は最大1年間です。
●掛金（1口あたり）
一時払　6,000円　（所得補償保険料5,500円　制度運営費500円）
1口あたり保険金額（月額）は年齢により異なります。右ページの保険金額表をご覧ください。

ＳＯＭＰＯ 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンのこの保険にご加入いただいた皆さまがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
＜サービスメニュー＞
●健康・医療相談サービス
●介護関連相談サービス
●  人間ドック等検診・検査紹介・

予約サービス
●医療機関情報提供サービス
●専門医相談サービス（予約制）

●  法律・税務・年金相談サービス
（予約制・30分間）

●メンタルヘルス相談サービス
●  メンタルITサポート（WEBスト

レスチェック）サービス

（注１）  本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
（注２）  ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございます

のでご了承ください。
（注３）  ご利用は日本国内からにかぎります。
（注４）  ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
（注５）  本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじ

めご了承ください。
（注６）  ご利用いただく際は、加入者証等に記載のＳＯＭＰＯ 健康・生活サポート

サービス専用電話番号までご連絡ください。

もしも、病気やケガであなたが美容の仕事ができなくなったら…
団体割引 20％
優良割引 20％

全美連 休業補償共済制度の特色

病気もケガもこれで万全！
万一病気やケガで就業不能となった場合、加入口数に応じて月々の所得を1年間を限度に補償します。
就業不能とは、病気またはケガをされ、その治療のため入院していること、または医師の指示による自宅
療養期間など医師の治療を受けていることにより、美容業にまったく従事できない状態をいいます。

充実した補償です
日常生活はもちろん、仕事中から
レジャー中まで、国内・海外での事
故による就業不能について保険金
をお支払いします。

1か月単位の
お支払いも…
就業不能期間が1か月以上
になった場合、ご希望により
1か月単位で保険金をお支
払いすることもできます。

加入時の健康診断は不要です
ご加入時に医師による健康診断は
一切必要ありません。新規加入者
および増口される方は「健康状態告
知書」をご提出いただきます。事実
をありのままに正確にご記入くださ
い。告知の内容によってはご加入を
お断りする場合や、特別な条件付き
でご加入いただく場合があります。

所得証明省略
保険金請求の際、所得額を
証明する書類（確定申告書、
源泉徴収票など）は、保険金
額30万円（月額）までの加
入の場合、原則として必要
ありません。
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ＳＯＭＰＯ 健康・生活サポートサービスのご案内



保険金額の設定について（加入口数の選択）
ご加入いただく保険金額の設定については、ご加入直前１２か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの
給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。また、他の保険契約等（※）にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限するこ
とがありますので、ご加入時にお申し出ください。
保険金額が加入者（被保険者）の平均月間額を上回っている場合は、その上回る部分について保険金はお支払いできませんのでご注意ください。
また平均月間額がご加入時に比べて減少した場合には、各組合または損保ジャパンにご連絡のうえ、ご加入口数の見直しについてご相談くだ
さい。

（※）「他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他
の保険契約または共済契約をいいます。

被保険者が加入している公的医療保険制度 ご加入直前１２か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合
国民健康保険(例 ： 個人事業主) ８５％以下

健康保険(例 ： 給与所得者) ５０％以下
＊健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、４０％以下

共済組合(例 ： 公務員) ４０％以下

■特にご注意いただきたいこと
過去の傷病歴、現在の健康状態、年齢などによっては、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（注）保険金のお支払方法等重要な事項につきましては、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

初回掛金および継続加入掛金は全て各都道府県美容組合経由の収納となります。（この制度では口座振替を行いません。）
収納方法について

組合申込締切日 組合申込締切日

9月20日
加入依頼書に掛金を添えてお申し込みください。

加入日前月の20日
（12月20日、3月20日、6月20日）

掛金（一時払・1口あたり） 中途加入の掛金10月1日加入 1月・4月・7月の1日加入

〔所得補償保険金額表〕 （保険期間1年、支払対象外期間4日、対象期間1年、団体割引20％、優良割引20％）

1口加入プラン 5万円以上プラン 10万円以上プラン 20万円以上プラン

満年齢区分 保険金額（月） 申込
口数 保険金額（月） 申込

口数 保険金額（月） 申込
口数 保険金額（月） 申込

口数
15～19歳 93,000円 1 93,000円 1 186,000円 2 279,000円 3
20～24歳 63,000円 1 63,000円 1 126,000円 2 252,000円 4
25～29歳 57,000円 1 57,000円 1 114,000円 2 228,000円 4
30～34歳 46,000円 1 92,000円 2 138,000円 3 230,000円 5
35～39歳 37,000円 1 74,000円 2 111,000円 3 222,000円 6
40～44歳 30,000円 1 60,000円 2 120,000円 4 210,000円 7
45～49歳 25,000円 1 50,000円 2 100,000円 4 200,000円 8
50～54歳 22,000円 1 66,000円 3 110,000円 5 220,000円 10
55～59歳 21,000円 1 63,000円 3 105,000円 5 210,000円 10
60～64歳 20,000円 1 60,000円 3 100,000円 5 200,000円 10
65～69歳 17,000円 1 51,000円 3 102,000円 6 204,000円 12
70～74歳 13,000円 1 52,000円 4 104,000円 8 208,000円 16
75～79歳 10,000円 1 50,000円 5 100,000円 10 200,000円 20

●1口あたりの掛金：10月1日加入6,000円、1月1日加入4,500円、4月1日加入3,000円、7月1日加入1,500円
※このプランは例であり、加入口数は「保険金額の設定について」をご確認いただきお決めいただけます。
※上表は、職種級別2級（美容師）の場合の保険金額を表示しています。
※本制度の年間掛金は所得補償保険料5,500円および制度運営費500円で構成されています。
（1月1日加入の場合は、保険料4,125円、制度運営費375円、4月1日加入の場合は、保険料2,750円、制度運営費250円、7月1日加入の場合は、保険料
1,375円、制度運営費125円となります。）

※制度運営費は本制度募集にあたって発生する費用（パンフレット発送費、電話代、事務管理費など）に使用されます。
※年齢は保険期間の初日現在（10月1日、1月1日、4月1日、7月1日）の満年齢とします。
●保険金額は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。
●ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険金額となります。
　年齢区分が変更になると、保険金額が変更になります。
●本保険は、介護医療保険料控除の対象となります。（2021年4月現在）
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
　次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。


